
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成19年 3月19日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
八
・
財
政
課
）
…
…
…
１

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
八
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
■
の
項
中
「
五
〇
〇
万
円
」
を
「
一
、
〇
〇

〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
第
五
号
中
（二）
を
削
り
、
（三）
を
（二）
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第

六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
普
通
財
産
の
処
分
（
一
件
の
金
額
が
一
、
〇
〇
〇
万
円
未
満
の
廃
道

廃
川
の
処
分
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

５

地
方
公
所
（
東
京
事
務
所
、
北
海
道
事
務
所
、
大
阪
事
務
所
、
名
古
屋

事
務
所
及
び
福
岡
事
務
所
に
限
る
。
）
に
お
け
る
現
金
取
扱
員
及
び
物
品

取
扱
員
の
任
免
に
関
す
る
事
務
を
当
該
地
方
公
所
の
長
に
委
任
す
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
「
の
各

号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
の
表
中
■
の
項
を
■
の
項
と
し
、
（九）
の
項
か
ら

■
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
（八）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。第

八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（一）
中
「
■
」
を
「
■
」
に
改
め
、
同
号
（二）
中

「
■
か
ら
■
」
を
「
■
か
ら
■
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
■
及
び
■
」

を
「
■
及
び
■
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条

削
除

第
十
八
条
中
「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号
（十）
中
「
及
び
博
物
館
使
用
料
」
を
「
、
博
物

館
使
用
料
及
び
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
使
用
料
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
四
項
中
「
（
秋
田
県
証
紙
条
例
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
指
定
し
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を

削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二

項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第

二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

元
売
り
さ
ば
き
人
（
秋
田
県
証
紙
条
例
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
指
定
し
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し

て
は
、
元
売
り
さ
ば
き
手
数
料
と
し
て
、
売
り
さ
ば
き
人
に
交
付
し
た
証

紙
額
面
金
額
の
千
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
に
一
・
〇
五
を
乗
じ
て
得
た

金
額
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
六
条
第
二
項
及
び
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
六
十
一
条

（
売
り
さ
ば
き
等
手
数
料
の
交
付
）
第
四
項
」
を
「
第
六
十
一
条
（
売
り
さ

ば
き
等
手
数
料
の
交
付
）
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
■
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

■

都
市
公
園
施
設
使
用
料

第
九
十
三
条
第
五
号
中
「
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校
へ
の
就
学
奨

励
に
関
す
る
法
律
」
を
「
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
の
二
中
「
除
き
、
」
を
「
除
き
、
検
査
員
（
」
に
、
「
そ
の

命
ず
る
吏
員
若
し
く
は
吏
員
相
当
の
職
に
あ
る
者
（
以
下
「
検
査
員
」
と
い

う
。
）
が
行
な
う
」
を
「
知
事
が
命
ず
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

行
う
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
の
三
第
一
項
中
「
工
事
監
督
吏
員
」
を
「
工
事
監
督
職
員
」

に
改
め
る
。

第
百
九
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
直
営
工
事
監
督
職
員
）
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
中
「
直
営
工
事
監
督
吏
員
」
を
「
直
営
工
事
監
督
職
員
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
直
営
工
事
監
督
吏
員
」
を
「
直
営
工
事
監
督
職
員
」

に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
る
。

第
二
百
二
条
の
見
出
し
を
「
（
監
督
職
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
代
つ
て
」
を
「
代
わ
つ
て
」
に
、
「
行
わ
さ
せ
る
」
を
「
行
わ
せ
る
」

に
、
「
工
事
監
督
吏
員
」
を
「
工
事
監
督
職
員
」
に
、
「
「
監
督
吏
員
」
を

「
「
監
督
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督
職

員
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行

う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督
職
員
」
に
改
め

る
。第

二
百
三
条
中
「
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
、

「
建
設
業
法
第
二
十
六
条
の
二
」
を
「
同
法
第
二
十
六
条
の
二
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
条
第
二
項
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督
職
員
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督
職
員
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速

や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督

職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督
職
員
」

に
、
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監

督
職
員
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
条
第
三
項
及
び
第
二
百
七
条
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督
職

員
」
に
改
め
る
。

第
二
百
八
条
第
一
項
中
「
あ
た
り
」
を
「
当
た
り
」
に
、
「
監
督
吏
員
」

を
「
監
督
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督
職

員
」
に
、
「
行
な
い
」
を
「
行
い
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
三
十
一
条
中
「
監
督
吏

員
」
を
「
監
督
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
行
政
財
産
」
の
下
に
「
及
び
普
通
財
産

（
廃
道
廃
川
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
所
属
」
を
「
地
域
振
興
局
長
及
び

所
属
」
に
改
め
る
。

第
三
百
三
十
一
条
の
二
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
三
百
三
十
二
条
中
「
第
百
六
十
九
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
九

条
の
七
第
二
項
」
に
、
「
に
よ
り
、
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
三
百
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
吏
員
若
し
く
は
吏
員
相
当
の

職
に
あ
る
者
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

第
四
百
十
四
条
第
一
号
中
「
、
並
び
に
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条

規
　
　
　
　
　
　
則

□

現
金
取
扱
員

及
び
物
品
取
扱

員
の
任
免
に
関

す
る
こ
と
。

す
べ
て
の

事
項

（九）

普
通
財
産
の

処
分
に
関
す
る

こ
と
。

一
件
の
金

額
五
〇
〇

万
円
以
上

一
件
の
金

額
五
〇
〇

万
円
未
満

（ ）十七

（ ）十五

（ ）十六

（ ）十四

（ ）十五

（ ）十六

（ ）十一

（ ）十四

（ ）十二

（ ）十五

（ ）十二

（ ）十六

（ ）十一

（ ）十五

（ ）十七

（ ）十七
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２

第
三
号
中
「
監
督
吏
員
」
を
「
監
督
職
員
」
に
改
め
る
。

第
四
百
十
六
条
の
表
中
「
滞
納
処
分
執
行
吏
員
証
票
」
を
「
滞
納
処
分
執

行
職
員
証
票
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
項
中
「
又
は
」
の
下
に
「
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
委
託
契

約
若
し
く
は
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
第
二
百
五
十
六
号
の
三
か
ら
第
二
百
五
十
六
号
の
五
ま
で

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
五
十
六
の
三
　
特
定
住
宅
用
地
認
定
申
請
手
数
料

二
百
五
十
六
の
四
　
土
地
譲
渡
予
定
価
額
審
査
手
数
料

二
百
五
十
六
の
五
　
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
認
定
申
請
手
数
料

別
表
第
二
の
二
第
二
百
五
十
六
号
の
七
を
第
二
百
五
十
六
号
の
九
と
し
、

同
表
第
二
百
五
十
六
号
の
六
を
第
二
百
五
十
六
号
の
八
と
し
、
同
表
第
二
百

五
十
六
号
の
五
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
五
十
六
の
六
　
特
定
民
間
再
開
発
事
業
認
定
申
請
手
数
料

二
百
五
十
六
の
七
　
地
区
外
転
出
事
情
認
定
申
請
手
数
料

別
表
第
二
の
二
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

三
百
六
　
探
偵
業
届
出
証
明
書
交
付
手
数
料

三
百
七
　
探
偵
業
変
更
届
出
証
明
書
交
付
手
数
料

三
百
八
　
探
偵
業
届
出
証
明
書
再
交
付
手
数
料

様
式
第
三
百
七
号
中
「
滞
納
処
分
執
行
吏
員
証
票
」
を
「
滞
納
処
分
執
行

職
員
証
票
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三

百
三
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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